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はじめに 　「すまい」という言葉から，皆さんはどんなことを思い浮かべられるでしょうか？
　私がまず思い浮かべるのは，そこに暮らす家族の笑顔。そして共に地域に住まう御近所さん
同士が交わす笑顔。まさに「すまいる」です。
　たくさんの素敵な笑顔に満ちて，家族，御近所さんなど，人と人がしっかりとつながりなが
ら住まい，更に次の世代，次に住む人に，良質な暮らしを脈々とつないでいく。
　この度策定致しました新たな「住宅マスタープラン」は，そんな京都らしいすまいやまちを未
来に引き継ぐために，「人がつながる　未来につなぐ　京都らしいすまい・まちづくり」という
目標を掲げました。
　京都は，千二百年にわたって，山紫水明の自然と共生しながら，京都ならではの町並みや豊
かな地域コミュニティなど，「すまい」をめぐる独自の文化を洗練してきました。本プランでは，
その誇るべき文化を踏まえ，京都らしいすまいやまちを守り，育て，次代に引き継ぐ「住み継ぐ」，
災害に備えすまいやまちの安全性を高める「そなえる」，そして安心できるすまいやまちをみん

第1章　住宅マスタープラン（京都市住生活基本計画）の位置付け

 住宅マスタープラン（京都市住生活基本計画）の構成

策定の背景と経過
【国の動き（住宅政策の転換）】
　◦住生活基本法，住宅セーフティネット法の制定
【京都市の動き】
　◦新景観政策の施行，「環境モデル都市」に選定
【社会情勢の変化】
　◦少子高齢化，人口減少社会の到来

第2章　京都市におけるすまいを取り巻く現状と課題

社会動向
◦ 人口の減少，更なる少子高齢化の進展
◦厳しい財政状況  など

京都のすまいの特徴
◦ 戦前木造住宅が多く存在
◦ 都心居住の歴史が長く，美しい町並みを形成  など

住宅ストックの流通・管理の課題
◦ 住宅総数が世帯総数を上回り，空き家が増加
◦ 既存住宅の流通に必要な環境整備が不十分  など

住宅・住宅地の安全上の課題
◦ 住宅ストック全体の耐震性が不十分
◦ 都心部に袋路等の細街路が多い  など

住宅確保要配慮者の住生活の課題
◦ 住宅確保要配慮者の増加が予想される
◦ セーフティネットの中核となる市営住宅の更なる適切な管理・運営が求められる  など

なで実現する「支え合う」をキーワードに，これからの住宅政策を進めることとしています。
　本プランに基づく京都らしいすまい・まちづくりの取組は，環境にやさしいライフスタイルの実現につながり，世
界的な環境問題の解決にも資すると考えています。市民，事業者の皆様と共に汗しながら，京都ならではの取組を進
め，暮らしの豊かさを実感できる，持続可能で良質なすまい・まちを実現して参りたいと思います。皆様の御協力を
よろしくお願い致します。
　最後になりましたが，策定に多大の御協力をいただきました京都市住宅審議会の皆様，多くの貴重な御意見をいた
だきました市民の皆様に，心から感謝申し上げます。

京都市住宅審議会への諮問（平成20年10月）
◦ 「新たな住宅マスタープランの策定に向け
た住宅政策の基本的な考え方について」

◦ 「公的住宅のあり方について」
答申（平成21年11月）

住宅マスタープランの役割
◦ 京都らしいすまいの文化の継承と発展に寄与し，市
民，事業者，行政が協働して推進する今後の京都の
すまいづくりの基本的な指針
住宅マスタープランの位置付け
◦ 「京都市基本計画」を上位計画とする住宅部門の基本
計画

◦ 住生活基本法に基づく住生活基本計画に沿った計画
（京都市住生活基本計画を兼ねる）
計画期間と推進の仕組み
◦ 2010（平成22）年度から2019（平成31）年度までの

10年間
◦ 社会動向，施策の効果を踏まえ5年を目途に進捗状
況を点検し，見直し等を行う

かど かわ だい さく
京都市長
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第3章　住宅政策の基本的な考え方と目標

理　念
市民にとって健康で文化的な生活を営むために不可欠な生活基盤である住宅の確保と多様な住宅が供給される社会
環境の整備により，生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに市民社会の健全な発展を目指す

基本的な考え方
◦ 京都の財産となる「環境」，「景観」，「コミュニティ」を継承，発展させる取組を進め，京都のアイデンティティの
確立による京都のすまいの将来像・あり方を示す

◦ 防災・減災，住宅セーフティネットの構築を効果的に進めるため，市場の機能を生かす

目標

◦ 目標を市民と共有するための3つのキーワード

第4章　施策推進のための横断的な視点

地域の多様な
特性を生かす

ストックの活用を
重点的に進める 市場の機能を生かす

第5章　施策の方向 第6章　成果指標

住み継ぐ

◦ 環境への配慮やコミュニティの活動状況等も含めたすまい方の促進
◦ 京町家の保全・活用の推進  など

◦ 京町家の年間リフォーム実施率
◦ 「平成の京町家」累積認定戸数

◦ 年間リフォーム実施率
◦ 共同住宅の共用部バリアフリー
化率  など

◦ 既存住宅取得率
◦ 空き家の住宅の割合

～京都らしい良質なすまいやまちを守り，育て，大切に手入れをしながら，
　　　　　　　　　　　　　　すまい方や暮らし方とともに次代に引き継ぐ～

京都らしいすまい方の継承

◦ 環境に配慮した数世代にわたり住み継ぐことのできる住宅の普及
◦ 予防的な観点を重視した分譲マンションの適切な維持管理の推進
◦ 安心してリフォームを実施するための環境整備  など

住宅ストックの良質化のための適正な維持管理や更新の支援

◦ 良質な既存住宅が正当に評価されるための仕組みづくり
◦ 良質な既存住宅を安心して取得できる環境整備

既存住宅の流通活性化のための条件整備

そなえる

◦ 住宅の安全性の確保
◦ 袋路等の細街路が存在する防災上課題のある地区等の安全性の確保  など

◦ 検査済証の交付率
◦ 住宅の耐震化率

～災害に備え，被害を最小限に抑えるためのまちづくりを進める～

住宅・住環境の安全性の向上

支え合う

◦ 市営住宅の住宅セーフティネット機能の充実
◦ 老朽木造住宅における安全性確保のための応急的な最低限の住宅改修等
の促進  など

◦ バリアフリー化率
◦ 最低居住水準未満率  など

～誰もが安心して暮らすことのできるすまいやまちをみんなで実現する～

重層的な住宅セーフティネットの構築

◦ コミュニティバランスに配慮した団地づくり
◦ 団地内外との交流やコミュニティの活性化に資する機能の充実

◦ 地域コミュニティに資する活動
の場を有する団地数

中・大規模の市営住宅団地のマネジメント

人がつながる　未来につなぐ　京都らしいすまい・まちづくり

住み継ぐ そなえる 支え合う

多様な主体との「共汗」，多様な
分野・政策の「融合」を進める
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第1章　住宅マスタープラン（京都市住生活基本計画）の位置付け

1  策定の背景と経過
　京都市では，平成13年12月に現在の「京都市住宅マスタープラン」を策定し，「いきいき市民居住の実現」を目標に，
市民の安らぎのある暮らしを支えるための多様な住宅施策の展開を図ってきました。
　この間，国では平成18年6月に住生活基本法を制定し，国民の住生活の「質」の向上を図る住宅政策へ本格的に転
換する道筋が示され，また，平成19年7月には，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住
宅セーフティネット法）（※1）が施行され，住宅確保要配慮者として，低額所得者だけでなく，高齢者や障害のある
市民，子育て世帯等がその範囲として定義されました。 
　京都市では，平成19年9月に京都の優れた景観を守り，育て，50年後，100年後の未来へと引き継いでいくため
の新景観政策を施行し，また地球温暖化対策が喫緊の課題である状況において，平成21年1月に環境モデル都市に
選定されました。
　さらに，少子高齢化や人口減少社会の到来など社会情勢も変化してきています。
　こうした状況に住宅政策が的確に対応するために，新たな京都市住宅マスタープラン（以下「住宅マスタープラ
ン」）を策定することになりました。
　住宅マスタープランを策定するに当たっては，平成20年10月に市長から京都市住宅審議会に対して諮問（「新た
な住宅マスタープランの策定に向けた住宅政策の基本的な考え方について」及び「公的住宅のあり方について」の2
つの内容）を行い，平成21年11月に答申を受けました。この住宅マスタープランは，この答申内容を踏まえたもの
です。

2  住宅マスタープランの役割
　京都は長い歴史を持ち，伝統的な木造住宅が建ち並ぶ特徴的な町並み
を残しているほか，職と住が近接する独自の住環境やコミュニティを形
成しています。また，すまいを手入れし，大切にしながら暮らすことや，
自然を生かした暮らしの文化を先人達から引き継いできました。
　このような京都らしいすまいの文化は，今日，世界的に求められてい
る低炭素社会の実現に大きく寄与するものであり，京都の暮らしの豊か
さを実感できる，持続可能で良質なすまい・まちづくりの資源として積
極的に生かし，未来に引き継いでいくことが大切です。
　住宅マスタープランは，京都らしいすまいの文化の継承と発展に寄与
し，市民，事業者，行政が協働して推進する今後の京都のすまいづくり
の指針となるものです。

3  住宅マスタープランの位置付け
　住宅マスタープランは，京都市住宅審議会の答
申を踏まえ，行政計画として策定するもので，「京
都市基本計画」を上位計画とする住宅部門の基本
計画です。
　また，住生活基本法に基づく住生活基本計画（全
国計画）や京都府住生活基本計画に沿った計画（京
都市住生活基本計画）です。

4  計画期間と推進の仕組み
　計画期間は，2010（平成22）年度から2019（平
成31）年度の10年間とします。
　社会動向や施策の効果を踏まえ，5年を目途に
進捗状況を点検し，見直し等を行います。

※1 住生活基本法の基本理念にのっとり，低額所得者，被災者，高齢者，障害者，子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配
慮を要する者を「住宅確保要配慮者」として，こうした世帯に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために施策の基本となる事項等
を定めている。

●市政の基本方針●

京都市基本構想（グランドビジョン）

関  連  計  画

京都市都市計画マスター
プラン、京都市環境モデ
ル都市行動計画  など

京都市住宅
マスタープラン

（京都市住生活基本計画）
〈2010年～2019年〉

住生活基本法

住生活基本計画
（全国計画）

京都府住生活
基本計画

京都市基本計画 各区基本計画

■京都市住宅マスタープランの位置付け
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1  社会動向
●人口減少が予測され，高齢化の進展とともに世帯当たり人員
が減少しています。

●環境モデル都市としてますます地球温暖化対策が重要となっ
てきています。

●未曾有の経済危機と言われる状況の中，今後更にすまいを取
り巻く環境が悪化するおそれがあります。

●市税の減収，交付税の減額が進むなど他の政令指定都市と比
べて財政状況が厳しい状況です。

2  京都のすまいの特徴
●多くの伝統的な建物や町並み等が残されており，都心居住の歴史が長く都市文化の基
盤となっています。
●戦前木造住宅は，京都らしい暮らし方やコミュニティを反映する良質な住宅として，
景観の形成にも寄与しています。
●山間地域からの良質な木材の供給によって，京都のすまいづくりが支えられてきました。

3  住宅ストック（※2）の流通・管理の課題
●住宅総数が世帯総数を上回り，空き家が増加し続けています。
●持ち家総数のうち「中古住宅の購入によるもの」が4分の1に止
まっており，既存住宅の流通に必要な環境が整っていません。
●京都らしい町並みの形成やすまい方を継承する京町家の減少
が進んでいます。
●築30年以上の高経年の分譲マンションが増加しており，管
理運営に支障をきたしているものがあります。
●良好なコミュニティが形成されている住宅地の特徴や良さを
生かした流通の仕組みが不十分です。
●都心部では，袋路等の細街路に面した住宅の利活用が困難であることや，郊外住宅地では狭小宅地の存在，ニ
ュータウンの高齢化や，山間地域での空き家の増加など，地域特有の課題があります。

4  住宅・住宅地の安全上の課題
●住宅ストック全体の耐震性能が不十分であり，耐震改修が進んでいません。
●検査済証交付率が他の政令指定都市と比べて低く，安全性が十分に確認されないまま流通・使用されている住
宅が存在します。
●袋路等の細街路に面した老朽木造住宅が多く存在し，これらには空き家や修理等が必要であるものが多く，防
災上の様々な課題を抱えています。

5  住宅確保要配慮者の住生活の課題
●高齢化の進展や生活・雇用の不安定化などにより，低額所得者や高齢者等住宅確保要配慮者の増加が予想され
ます。
●住宅セーフティネット（※３）の中核となる市営住宅は，建物や建築設備の老朽化や陳腐化が進行しています。
●民間賃貸住宅等が多くの住宅確保要配慮者のすまいとして利用されている一方，バリアフリーや耐震等につい
ての性能を備えたものが少なく，居住者と住宅のマッチングが困難な状況です。
●都心部に数多く存在する木造賃貸住宅に高齢者が多く居住しており，老朽化が進んでいると考えられます。

第2章　京都市におけるすまいを取り巻く現状と課題

※2　これまでに建設・供給され，現存する住宅又はその総量。
※3 住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な方々が，それぞれの所得，家族構成，身体の状況等に適した住宅を確保す

るための様々な仕組みの総称。
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■京都市の住宅総数と世帯総数の推移
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660,800世帯

110,300戸

住宅総数
空家数

資料：各年住宅・土地統計調査※空き家数は，二次的住宅を含む。
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第3章　住宅政策の基本的な考え方と目標

1  理　念
　市民にとって健康で文化的な生活を営むために不可欠な生活基盤である住宅の確保と多様な住宅が供給される社
会環境の整備により，生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに市民社会の健全な発展を目指す。

3  目　標

●京都では，人と人がつながり，支え合いながら，自然を生かし，良いものを見極め，大切に守り，手入れをし
ながら積み重ねられてきたすまいやまちの文化や歴史があります。
●これらは，現在「持続可能性」や「環境配慮」と言われていることにつながりますが，京都でははるか昔から実行
され，これらの大切さが証明されてきたことを示しています。
●こうした文化を再認識し，京都らしいすまいやまちを未来に引き継いでいくことを住宅政策の目標とします。
●この目標を，市民の方々と共有するため「住み継ぐ」，「そなえる」，「支え合う」の３つのキーワードを掲げ，施
策の展開を進めます。

～京都らしい良質なすまいやまちを守り，育て，大切に手入れをしながら，
すまい方や暮らし方とともに次代に引き継ぐ～

●住宅ストックが量的に充足した一方，更なる人口減少が予想される中，空き家の増加が進むと，地域の
生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあり，また，CO2排出量の少ないストック重視の社会の構築に向けて，
既存住宅を有効に活用することが求められています。
●このような中，適正に手入れを行い，住み手がすまいやまちと関わりながら，すまい方も含め，すまい
の価値を共有できる仕組みを作ることにより，自然を生かしながら，地域の特性に応じたすまいを住み
継いでいく環境を整備します。
●また，京都らしいすまい方を引き継ぐ新たな住宅を創造することや，住宅ストックを更新していくこと
によって，未来に京都らしいすまい方を継承する仕組みづくりを進めます。

2  基本的な考え方
●京都の財産である「環境」，「景観」，「コミュニティ」を継承，発展させる住宅政策を推進し，京都のアイデンテ
ィティの確立による京都のすまいの将来像とあり方を示します。
●防災・減災，住宅セーフティネットの構築を効果的に進めるため，市場の機能を生かした住宅政策を展開します。

人がつながる　未来につなぐ　京都らしいすまい・まちづくり

住み継ぐ

～災害に備え，被害を最小限に抑えるためのまちづくりを進める～
●京都の市街地には木造住宅や細街路が多く，京都らしい町並みを形成する一方，地震等の災害時におい
て問題を抱えています。
●こうした市街地特性に対して，これまで京都が培ってきた独自のすまいの文化を継承しながら，安心，
安全な暮らしの実現に向け，住宅及び住環境の安全性の向上を進めます。

そなえる

～誰もが安心して暮らすことのできるすまいやまちをみんなで実現する～
●これまで京都が大切にし，培ってきた地域コミュニティや，人と人とが支え合う仕組みを生かし，安心
して暮らすことのできるすまい・まちづくりを進めます。

支え合う
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4  多様な主体との「共汗」，多様な分野・政策の「融合」を進める

　施策を推進するに当たっては，「基本的な考え方」や「目標」を念頭に，全ての施策に共通する横断的視点に留意し，
計画的，総合的に施策を実行していきます。

　行政だけでなく，市民や事業者，
各種団体等との役割分担や連携，
すなわち「共汗」や，福祉や環境，
まちづくりの分野・政策の綿密な
連携，すなわち「融合」を進めてい
きます。

第4章　施策推進のための横断的な視点

1  地域の多様な特性を生かす
　京都市の住宅地は，都心部や郊外部，山間部などに大別され，さらに地域ごとの歴史やコミュニティ，交通利便
性などが異なるため，地域の多様な特性や住環境に応じた施策を進めます。

2  ストックの活用を重点的に進める
　住宅ストックが量的に充足し，また環境問題が深刻
化する中で「良いものをつくり，きちんと手入れして，
長く大切に使う」社会をつくります。

3  市場の機能を生かす
　多様化・高度化する市民の居住ニーズに対応すると
ともに，安全性や快適性の向上，特徴ある住環境の保
全・継承に向け，可能な限り市場の機能を生かした住
宅政策を進めます。

市  民

事業者 各種団体等

連携

連携

共汗

連携

融合

行政等

すまいぬ

みんなで

いっしょに

取り組むんやね。
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●環境への配慮やコミュニティの活動状況等も含めたすまい方の促進
●共同住宅も含めた新規入居者と地域とのコミュニティ形成の円滑化支援
●京町家の保全・活用の推進
●良好な住環境及び町並み景観の保全・形成の推進
●郊外，山間部等の人口減少や高齢化の対応に向けた活動の支援

●環境に配慮した数世代にわたり住み継ぐことのできる住宅の普及
●木の循環システムを支える京都市地域産材を活用した木造住宅の普及と維持管
理及び更新の促進
●民間活力を活用した住宅ストックの良質化
●予防的な観点を重視した分譲マンションの適切な維持管理の推進
●安心してリフォームを実施するための環境整備

●良質な既存住宅が正当に評価されるための仕組みづくり
●良質な既存住宅を安心して取得できる環境整備

●住宅の安全性の確保
●袋路等の細街路が存在する防災上課題のある地区等の安全性の確保
●コミュニティを生かした防災・減災への取組の促進

●市営住宅の住宅セーフティネット機能の充実
●市営住宅の適切な更新と維持管理
●民間賃貸住宅等の性能の向上による住宅セーフティネットの整備
●民間賃貸住宅等への入居の円滑化と居住支援
●市営住宅の供給が少ない地域(都心部等)における住宅セーフティネット機能の向上
●老朽木造住宅における安全性確保のための応急的な最低限の住宅改修等の促進

●コミュニティバランス（※4）に配慮した団地づくり
●団地内外との交流やコミュニティの活性化に資する機能の充実

第5章　施策の方向

※4 団地の居住者が特定の年齢等に偏っておらず，その構成がコミュニティを維持するための阻害要因となっていない状況のこと。

住み継ぐ

そなえる

支え合う

1  京都らしいすまい方の継承

2  住宅ストックの良質化のための適正な維持管理や更新の支援

3  既存住宅の流通活性化のための条件整備

1  住宅・住環境の安全性の向上

1  重層的な住宅セーフティネットの構築

2  中・大規模の市営住宅団地のマネジメント
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▶地域と連携して空き家の流通を促進する仕組みづくり

　地域の多様な特徴を生かし，また市場での評価を確立しながら，空き家の活用を促進し，すまい方も含めて住み
継がれる市場を形成します。
　そのために，地域のまちづくり活動によるエリアマネジメントとして空き家の掘り起こしを行い，不動産業等専
門家の協力のもと，地域の魅力やすまい方の発信と合わせて空き家の活用の継続的かつ自立的な仕組みを構築する
とともに，空き家増加の抑制や適正な維持管理による危険住宅化の防止を図ります。

シンボルプロジェクト

▶良好な景観を創出し，低炭素社会を実現する都市型住宅のモデル「平成の京町家」の普及促進

　京都らしいすまい方を継承するとともに，世代を超えて住み継ぐことのできる住宅として，京町家の持つ伝統的
な技術や暮らしの知恵と現代の技術を融合した「平成の京町家」の普及促進を図り，生活文化の継承と発展，循環型
木造建築システムの再構築，「いえ」と「まち」との関係性の再構築を進めます。

▶リフォームのためのアドバイス制度等の実施

　環境への視点や住み継ぐための仕組みづくりに不可欠な既存住宅の活用に当たり，戸建て住宅だけでなく，分譲
マンションを含め，安心して既存住宅の取得やリフォームができるための維持管理情報の整備・公表，検査・評価
制度の普及等の市場環境の整備を進めます。
　これによって，適正な住宅の流通を目指すとともに，生活に密着したすまいの情報発信を行うなど，住情報の一
元的な提供を進めます。

▶高齢者等が行う応急的な耐震改修への支援の充実

　都心部等では，老朽化した木造住宅に市営住宅の入居階層となる方々が多く住まわれている現状があります。こ
うした木造住宅を安全に住み継ぐことは，京都らしい木の文化の継承や景観の保全にも寄与するものです。
　そこで，こうした既存木造住宅を活用した住宅セーフティネットを構築することを目的に，老朽木造住宅の安全
性の向上を図り，地震災害から居住者の生命・身体を守るための，応急かつ緊急的な耐震改修への支援の充実を行
います。また，より安価で効果的な工法についての研究や開発を促します。

▶福祉分野等との提携や既存住宅の改修等による地域優良賃貸住宅（高齢者型）の普及促進

　高齢者世帯の増加に対応するため，民間活力による良質な高齢者の住宅である地域優良賃貸住宅（高齢者型）の供
給を促進します。
　また，高齢者のすまいをハード，ソフトの両面から支援するため福祉分野や医療分野との連携を進めます。さら
に，既存住宅の活用や整備費用の負担の軽減のため，既存住宅の改修による供給を促進します。

▶市営住宅ストック（敷地・住戸・店舗）に福祉施設等を併設，又は住戸や店舗の転用による機能の
導入（子育て施設等）

　市営住宅の土地・建物を地域のまちづくり資産として位置付け，周辺地域とのコミュニティ形成に向けて，その
活動の場となる福祉施設等の併設・転用や住戸・店舗の転用による機能の導入（子育て施設等）等も視野に入れて市
営住宅の機能の充実を図ります。

シンボルプロジェクト：住宅マスタープランの｢目標｣や「施策の方向」を特徴付ける施策を示したもの。
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▶地域と連携して空き家の流通を促進する仕組みづくり  新規
◦ 地域コミュニティの活性化に向けた方策の調査・検討  新規
◦ 京町家が持つ文化的価値を中心としたデータの整備・活用による京町家の適
切な流通市場を形成するための仕組みの検討  新規

◦ 住み替え支援制度の促進

▶良好な景観を創出し，低炭素社会を実現する都市型住宅のモデル「平成の京
町家」の普及促進  新規

◦ 京都市環境配慮建築物認証制度（CASBEE京都）
の策定・普及  新規

◦ 狭小宅地の改善の促進  新規
〈流通が停滞し，建て替えが進まない狭小宅地や建ぺい率等
の既存不適格の住宅地における2戸1化等を促進します。〉

◦ 耐震改修，バリアフリー改修に対する費用助成
の推進  新規

▶リフォームのためのアドバイス制度等の実施
◦ 住宅の履歴情報を蓄積する仕組みの普及  新規
◦ 第三者による建物検査制度の検討及び普及  新規

▶高齢者等が行う応急的な耐震改修への支援の充実
◦ 命を守るための不可欠な住宅改修等の研究開発  新規
〈老朽木造住宅の安全性の向上を図るため，地震災害から居住者の生命・身体を守る，応急かつ
緊急的な改修を進めるための工法について研究や開発を行います。〉

◦ 防災性と居住性に配慮した地域住民の協働によるまちづくりの支援
〈学区ぐるみの耐震改修の促進や避難経路協定の普及促進を図ります。〉

◦ より住宅確保の優先度が高い世帯へ市営住宅を供給するための方策としての
優先入居制度の拡充  新規

◦ 市営住宅の耐震化，バリアフリー化及び適正な維持管理による長寿命化の
推進
▶福祉分野等との提携や既存住宅の改修等による地域優良賃貸住宅（高齢者
型）の普及促進  新規

◦ 住宅確保要配慮者のそれぞれの属性に応じた住宅の情報を一元的に提供で
きる仕組みの検討  新規

◦ 公営住宅の供給の少ない地域における改良住宅ストックの転用や民間賃貸住宅の借り上げによる供給  新規
◦ 子育て世帯優先入居の対象年齢の引上げや入居枠の拡大，期限付入居の導入  新規
▶市営住宅ストック（敷地・住戸・店舗）に福祉施設等を併設，又は住戸や店舗の転用による機能の導入（子育て施
設等）  新規

主な施策

住み継ぐ

そなえる

支え合う

新規   住宅マスタープラン策定以降に新たに取り組む施策を示したもの。太字はシンボルプロジェクトを示す。

設置後

設置前
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1  京都らしいすまい方の継承

2  住宅ストックの良質化のための適正な維持管理や更新の支援

3  既存住宅の流通活性化のための条件整備
項　目 現状値 目標値

既存住宅取得率 33.0％（H20） 50％（H30）

空き家となっている住宅の割合 13.2％（H20） 減少（H30）

※5 築30年以上のマンションのうち，①管理規約がない，②総会等が開かれていない，③管理費等を徴収していない，④大規模修繕工
事を実施していない，のいずれかの項目を満たすもの。

※6 管理組合数における割合を示す。なお，現在の要支援マンションの管理組合数は16組合。

1  住宅・住環境の安全性の向上
項　目 現状値 目標値

検査済証の交付率 73.6％（※7）（H18） 「京都市建築物安心安全
実施計画」による

住宅の耐震化率 69.3％（H15） 「京都市建築物耐震改修
促進計画」による

1  重層的な住宅セーフティネットの構築

2  中・大規模の市営住宅団地のマネジメント

項　目 現状値 目標値

高齢者（65歳以上の者）が居住する住宅のバリ
アフリー化率 36.6％（H20） 75％（H30）

最低居住面積水準未満率 11.5％（H20） 早期に解消 

行政・大学等が提供する留学生住戸数 約950戸（H20） 2,000戸

項　目 現状値 目標値

中・大規模の市営住宅のうち地域コミュニティに
資する活動の場を有する団地数 16団地（H21） 全団地（52団地）（H31）

項　目 現状値 目標値

京町家の年間リフォーム実施率 7.0％（H16-H20年平均） 10％（H26-H30年平均）

「平成の京町家」累積認定戸数 （制度創設前） 5,200戸（H31）

項　目 現状値 目標値

要支援マンション（※5）率 6.0％（※6）（H18） 解消（H31）

年間リフォーム実施率 4.7％ (H16-H20年平均) 7％ (H26-H30年平均)

共同住宅のうち，道路から各戸の玄関まで車い
す・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 6.9％（H20） 25％（H30）

※公営住宅の管理戸数は，京都府住生活基本計画に基づき，現状維持を目指す。

※7 「京都市建築物安心安全実施計画」に基づく追跡集計の値。

第6章　成果指標
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